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平成20年１月23日（水曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

（ ）・宮崎県ユニバーサルデザイン推進指針 仮称

素案について

・公益法人制度改革について

・平成20年度地方財政対策について

出席委員（８人）

委 員 長 中 野 明

副 委 員 長 松 村 悟 郎

委 員 中 村 幸 一

委 員 黒 木 覚 市

委 員 外 山 衛

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 河 野 哲 也

委 員 川 添 博

欠席委員（１人）

委 員 星 原 透

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策本部

総 合 政 策 本 部 長 村 社 秀 継

総合政策本部次長 渡 邊 亮 一

総 合 政 策 課 長 土 持 正 弘

秘 書 広 報 課 長 緒 方 哲

統 計 調 査 課 長 井 黒 学

広 報 企 画 監 高 藤 和 洋

総 務 部

総 務 部 長 渡 辺 義 人

総 務 部 次 長
吉 瀬 和 明

（総務・職員担当）

総 務 部 次 長
宮 田 廣 志

（ 財 務 担 当 ）

部参事兼総務課長 米 良 剛

財 政 課 長 和 田 雅 晴

行政経営課長補佐 井 手 義 哉

事務局職員出席者

総 務 課 主 査 菊 池 博

議事課主任主事 今 村 左千夫

ただいまから総務政策常任委員○中野委員長

会を開会いたします。

まず、委員会の日程でありますけれども、お

手元にお配りしているとおりでありますが、御

異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、執行部職員の不在につい○中野委員長

てでありますが、総務部行政経営課の米原部参

事兼課長が病気欠席する旨の不在届が提出され

ております。課長にかわり、井手課長補佐が説

明及び答弁を行いますので、よろしくお願いい

たします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時３分再開

委員会を再開いたします。○中野委員長

。 、当委員会の報告事項の説明を求めます なお

委員の質疑は、執行部の説明がすべて終了した

後にお願いいたします。

おはようございます。総務部○渡辺総務部長

でございます。よろしくお願いいたします。
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本日御報告いたします事項は２件でございま

すが、お手元に配付をいたしております総務政

策常任委員会資料をごらんいただきたいと存じ

ます。表紙をおめくりいただきまして裏の目次

をごらんいただきたいと思います。

まず１点目が、公益法人制度改革についてで

あります。このことにつきましては、本年の12

月１日付で公益法人制度改革３法が施行される

ことになっておりまして、これによりまして、

現在民法の定めに基づいて運用されております

公益法人制度が抜本的に変更されるというもの

でございます。

次に、２でありますが、昨年12月に総務省が

公表いたしました平成20年度地方財政対策につ

いてであります。詳細につきましては、それぞ

れ担当課長に説明させますので、よろしくお願

いをいたします。

なお、本日の説明事項の公益法人制度改革に

ついてでございますけれども、担当課長であり

ます行政経営課長が病気のため本日委員会を欠

席いたしております。代理といたしまして、課

長補佐の井手が出席し、御説明申し上げますの

で、よろしくお願い申し上げたいと思います。

私からは以上でございます。

行政経営課でござい○井手行政経営課長補佐

ます。

委員会資料の１ページをお願いいたします。

公益法人制度改革についてであります。部長か

らもありましたように、資料１ページの１の公

益法人制度改革の概要に書いておりますけれど

も、①から③に掲げました公益法人制度改革３

法につきましては、平成18年６月２日に公布さ

れておりまして、このページの一番下に書いて

おります施行時期、平成20年12月１日から施行

されることになっております。

制度改革の内容につきましては、中ほどの図

をごらんいただきたいと思います。左側に現行

の公益法人制度を掲げております。現行の公益

法人制度は 社団法人・財団法人の設立に当たっ、

て各主務官庁の許可が必要な制度となっており

まして、法人の設立とその公益性について一体

的に判断をする制度となっております。また、

その判断においては各主務官庁の自由裁量に任

されているというふうになっております。

これに対しまして、右側に示しております新

たな制度でございますが、法人の設立と公益性

の判断が分離されております。法人の設立につ

きましては、登記のみによって、名称が変わっ

ておりますけれども、一般社団法人・一般財団

法人として設立をすることが可能となっており

。 、ます この一般社団法人・一般財団法人のうち

公益性について法が定めた統一的な基準を満た

すことによって、行政庁の認定は必要ですけれ

ども、公益社団法人・公益財団法人となること

ができるというふうに定められております。

なお、この認定に当たりましては、民間有識

者による合議制の機関から意見を聴取した上で

。認定をするというような制度になっております

また、その下に書いております税との関係で

ございます。現行制度では、法人格と税の優遇

制度は連動しておりまして、法人税において収

益事業のみに課税されるなど優遇措置がとられ

ております。新たな制度における税制について

は、寄附税制等の優遇措置が充実するというふ

うに方針は決まっておりますけれども、中身に

おいては現在国のほうで検討中ということであ

ります。近く新たな税制度が示されるというふ

うに聞いております。

以上が新たな制度の概要でございますが、既

存の公益法人への対応についてどのようになる
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かということで、２ページをごらんいただきた

いと思います。

３の現行公益法人に対する経過措置というこ

とで掲げております。ちょうど中ほどに表を掲

げておりますけれども、現在、県のほうで許可

をしております公益法人は、平成20年１月１日

現在で 社団法人が144 財団法人が108の合計252、 、

法人ございます。これらの社団法人・財団法人

につきましては、経過措置といたしまして、法

律の施行日である平成20年12月１日から５年間

移行期間が設けられております。この間、現行

の公益法人は、真ん中の矢印にありますけれど

も、法律上、特例民法法人という扱いになりま

して、現行体制のまま存続するということが可

能となっております。そして、その移行期間中

にそれぞれ行政庁に申請し、一般社団法人・一

般財団法人の認可もしくは公益社団法人・公益

財団法人の認定を受けなければならないという

ことになっております。真ん中に書いておりま

すけど、万が一、何もしないまま５年間の期間

が終了しますと、その法人は、満了日、25年11

月30日になるかと思いますが、この日に解散を

したものと見なされると、自動的に解散という

。ふうに見なされるということになっております

なお、つけ加えますけれども、新しい制度で

は、一般社団法人・一般財団法人は登記のみに

よって法人格を取得できるというふうに先ほど

御説明いたしましたけれども、現行の公益法人

については、今申し上げましたように、何もし

なければ解散になりますので、あくまで行政庁

である知事の認可を受けなければ法人格が取得

できない。５年以内にそういう認可を受けなけ

ればならないということになっております。

最後に、今後の県の対応についてでございま

す。４のほうに３点挙げております。まず、公

益認定等の処分をする場合に意見を聞くことと

されております先ほど申し上げました民間有識

者で構成される合議制機関、これの設置に関す

る条例を制定する必要がございます。２点目と

いたしまして、公益認定の基準に関する制度の

運用指針、いわゆるガイドラインと言われるも

のがございまして、国のガイドラインにつきま

しては、ことしの春ぐらいまでに国が策定する

ということになっております。この国の策定を

踏まえまして、県版のガイドラインを策定する

必要が出てくると。これらの対応を図りつつ、

説明会の開催、また県民の皆様への制度周知に

努めていくということにしております。

公益法人制度改革については以上でございま

す。

それでは 続きまして 平成20○和田財政課長 、 、

年度地方財政対策のポイントについて御説明を

させていただきます。

常任委員会資料の３ページをお願いいたしま

す。

まず、来年度地方財政対策のポイントといた

しましては、１つ目の網かけのところに書いて

おりますけれども、歳出の特別枠として、地方

再生対策費というものが創設されております。

規模といたしましては、4,000億円という規模で

ございます。そこのぽつの説明書きに書いてお

りますけれども、地方税の偏在是正により生ず

る財源を活用してということでございまして、

まず、前提となりますのが地方税の偏在是正で

ございます。それについて先に御説明をさせて

いただきたいと存じます。

別葉で横置きの「地方法人特別税及び地方法

人特別譲与税の創設（イメージ 」という資料を）

お配りしております。そちらのほうを見ていた

だければと思います。
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税につきましては、都市に多く、地方に少な

くと、都市間、地方間で税収の偏在があるわけ

でございますけれども、特に税目ごとに税源の

偏在の度合いが大きく異なっている状況でござ

います。一番に偏在度の大きいのが法人二税、

法人事業税、法人住民税でして、人口１人当た

りの税収で比べますと、一番多い東京都と一番

少ない長崎県で比較しますと、６倍以上の差が

あるのが法人二税。逆に偏在の小さいものとし

て地方消費税がありまして、一番大きい東京都

と一番小さいところを比べますと２倍程度とい

うことで、偏在度の大きい法人二税について、

これを何とかしなきゃいけないということが昨

年末大きく議論されたところでございます。

これにつきまして、地方の側といたしまして

は、偏在度の大きい法人二税を国に返すかわり

に偏在度の小さい地方消費税をふやしてほしい

、という主張をしてきたわけでありますけれども

、それについて最終的にとりあえず決着したのが

ここにあります地方法人特別税、地方法人特別

譲与税の創設という形になっております。

具体的に説明申し上げますと、一番左側の法

人事業税（現行）でございますけれども、これ

、 、は都道府県の税でして 税収規模で申しますと

平成19年の地財ベースで5.7兆円程度。東京都が

一番シェアが大きいわけでありますけれども、

東京都のシェアが26％ということで、県間の偏

。在の大きい法人事業税というものがございます

この法人事業税、5.7兆円程度ありますけれど

も、そのうち2.6兆円を切り離しまして、新たに

地方法人特別税というものを創設いたしており

ます。この地方法人特別税、地方と名前がつい

、 、ておりますけれども これは国税でありまして

いわば地方から国に逆税源移譲したというよう

な形になっておりまして、法人事業税から2.6兆

円分切り離して、一たん国税である地方法人特

別税というものに置きかえるということにいた

しております。

この地方法人特別税、国税でありますので、

国に一たん集まりますけれども、集まった国税

の地方法人特別税について、右にありますけれ

ども、地方法人特別譲与税という形で各都道府

県に譲与する、配り直すという形にいたしてお

ります。具体的にどうやって決まるかと申しま

すと、そこに譲与基準を書いておりますが、人

口が２分の１、従業者数２分の１、こういった

基準によりまして案分して譲与するという形に

なっております。ちなみに地方法人特別譲与税

の東京都のシェアは約12％となっております。

当然それ以外の都道府県のシェアが現行の法人

、事業税に比べればふえるという形になりまして

現行の法人事業税に比べれば税収の地域間格差

が是正されるというものでございます。

地方の側としては、国税のほうに逆税源移譲

されている点については非常に評価しがたい面

もありますけれども、税源の偏在が是正された

ということ、それから、今回2.6兆円が地方法人

特別税に振りかえられておりますけれども、こ

れはちょうど消費税の１％分に相当しておりま

すので、将来の地方消費税の充実までのあくま

で暫定措置という形でこういう特例的な制度が

今回創設されたという状況でございます。

偏在の是正をするとなぜ財源が生じるかとい

うことを続いて御説明いたしますと、もとの資

料に戻っていただきまして４ページをお開きい

ただきたいと存じます。４ページの平成20年度

地方財政収支見通し、この後、地方財政計画と

いうものになるものでございますけれども、こ

れを説明させていただきたいと存じます。

交付税が一体どうやって決まっているのか、
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実は余りよく知られていないんですけれども、

地方財政計画というものの策定を通じて、日本

全体の地方交付税の総額というものは決定をい

たしております。地方財政計画とは何かと申し

ますと、県と市町村の普通財源の標準的な歳出

歳入の見込み、地方全体の歳出歳入の見込みを

出すものでございまして、あくまでも標準的な

、 、歳出歳入ですので 実際の差の積み上げでなく

標準的な水準はこうなるだろうというものでご

ざいます。

具体的に歳出の項目を見ていきますと、例え

ば給与関係経費につきましては、平成19年度

が22.5兆円、20年度が22.2兆円になっておりま

すけれども、給与関係経費につきましては、学

校の教職員あるいは警察官、そういったものの

標準的な定数で決まりますので、そういった標

準的な定数に標準的な給与を掛けて、地方全体

で幾らになるだろうかということで給与関係経

費については算出しています。その下の一般行

政経費につきましても、社会保障関係費が多い

わけでありますけれども、国の予算で介護保険

で2.5兆円予算化されれば、地方でも2.5兆円発

生するので、その分を足すとか、そういった標

準的な歳出に要する経費をそれぞれの項目ごと

に積み上げたものが歳出の合計ということで、

来年度については83.4兆円という形になってお

ります。

一方、歳入につきましても、地方税とか国庫

支出金、地方債がありますけれども、地方税に

つきましては、税制改正あるいは日本全体の景

気動向、国庫支出金につきましては、国の予算

で地方向けに出される国庫支出金の合計、そう

いったものを積み上げて歳入についても出しま

す。

歳出と歳入を出しますと、歳入が足りないこ

とになります。その歳入の足りない部分につい

て交付税で補うという形で交付税を決定してい

る形に現在なっております。

上の歳出のところの３段目に、平成19年度に

なかった項目ですけれども、地方再生対策費と

いうことで0.4兆円入っております。ここに0.4

兆円入るということは、歳出が0.4兆円ふえます

ので、その分だけ交付税がふえると、そういう

構造になっております。

税源の偏在是正をするとなぜ財源が生まれる

のかというところですけれども、歳出の項目の

一番下にその他という項目があります。これは

いろんな項目が入っておりますけれども、水準

超経費といった項目が実はございます。これは

何かと申しますと、交付税をもらっていない不

交付団体 東京都とか愛知県 があります― ―

けれども、そういう団体は、標準的な歳出を上

回るぐらい税収がありますので、地方税を上回

るだけの歳出ができるということで、標準的な

行政水準を超えてサービス提供ができるので、

その分の水準超経費というものがその他の中に

見込まれております。

税源の偏在を是正しますと、不交付団体から

交付団体に税収が移りますので、今まで交付税

をもらっていない団体は、税が減ればその分だ

け余分にできたサービスも減るので、普通でい

くと、その他の水準超経費をその分だけ圧縮し

なきゃいけないんですけれども、そうしてしま

うと交付税が減ってしまうので、その減る分相

当額を地方再生対策費ということで上積みをし

て地方交付税を確保しようというのが今回の改

正の概要でございます。いずれにしても、結論

だけを申しますと、地方再生対策費ということ

で0.4兆円ふえた分だけ地方交付税がふえている

という形になっております。
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もう一度３ページにお戻りいただきまして、

地方再生対策費ということで4,000億円、0.4兆

円ふえた分につきましては、２つ目の丸にあり

、 、ますけれども 地方交付税の算定を通じまして

市町村、特に財政状況の厳しい地域に重点的に

配分ということでございまして、実質的には、

都道府県に1,500億円、市町村に2,500億円とい

うことで、市町村に厚目の配分がなされるとい

う見込みになっております。また、その下のぽ

つにありますけれども、第１次産業従事者比率

あるいは高齢者人口比率等反映ということで、

過疎地域あるいは中山間地域、そういった特に

財政状況の厳しい地方に配慮して配分がなされ

るというような方向が出されているところでご

ざいます。

こういった結果、その下の２つ目の網かけの

丸のところにありますけれども、来年度の実質

的な交付税につきましては、日本全体で18.2兆

円ということで、前年度に比べましてプラス0.4

兆円になっております。これは三位一体の改革

以後ずっと減少しておりまして、平成15年度以

来、５年ぶりの地方交付税の増という形になっ

ております。これに伴いまして、その下の一般

財源につきましても、59.9兆円で、前年度に比

べまして0.7兆円の増ということになっておりま

す。

特に一般財源について言いますと、ポイント

になりますのは、その下の丸に交付団体ベース

の一般財源を増額と書いております。一般財源

につきましては、ここ数年間ほぼ同じ額が確保

されていまして、政府としては、地方に必要な

一般財源の総額は確保しているという説明をし

てきたわけでありますけれども、全体が一定で

ある一方で、交付税をもらっていない不交付団

体、東京都とか愛知県は一般財源が大きくふえ

ていますので、全体が一定とすれば、それ以外

の団体は逆に言うと一般財源は減っているとい

う状況だったわけであります。今回は、交付税

を交付されている団体で見てもプラス0.6兆円と

いうことで、今までは、地方交付税をもらって

いる団体、不交付団体、合わせて一般財源はプ

ラマイゼロでしたけれども 今回交付税をもらっ、

ている交付団体で見ても一般財源はふえている

ということで、特に財政状況の厳しいところに

ついても一定の配慮がなされたというような評

価がされているところでございます。

、これで今後見通しは明るいのかと申しますと

実は引き続き厳しい状況でございまして、一番

最後の網かけに、基本方針2006に沿って引き続

き歳出の抑制に努力と書いておりますが、今回

はたまたま特別枠がありましたのでプラスに

なっておりますけれども、特別枠が仮になかっ

た場合はどうかと申しますと、そこに書いてい

ますけれども、特別枠がない場合は、地財の規

模についてはマイナス0.2％、地方の一般歳出も

マイナス0.6％ということで、全体としては歳出

の抑制基調というのが続いておりまして、この

特別枠が入ったからといって安閑としていられ

ないと、そういう状況でございます。

それと、もう一点厳しい状況を申し上げます

、 、と ４ページにもう一度戻っていただきまして

歳入の項目の中で地方税の項目がございますけ

れども、平成19年度が40.4兆円、平成20年度

が40.5兆円ということで、0.1兆円の増になって

おります。これは近年、景気が回復しておりま

して、地方税につきましては大きく伸びており

ましたけれども、最近景気が鈍化しておりまし

て、地財の見込みでも地方全体で0.1兆円の増程

度という形になっております。景気のいい都市

部と余り景気のよくない地方部を合わせて合計
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でプラス0.1ですので、景気の鈍化感の強い地方

部にとりましては、地方税は見込みが非常に厳

しい可能性があるということを示しているもの

でございますが、そのあたりについても今後留

意していく必要があるのかなというふうに考え

ているところでございます。

地方財政対策については以上でございます。

以上で執行部の説明が終わりま○中野委員長

した。委員の皆様、質疑はありませんか。

、○中村委員 公益法人でお聞きしたいんですが

公益法人の見直しというのは、不当な優遇措置

を受けているところが多いのでこれを見直そう

という趣旨なんでしょう。今までいろんな公益

法人等があったわけですが、不当なというか、

そういったものもあるのではないかということ

で、国としてこれを見直そうと、正しい法人を

認めていこうと、こういうことですか。

公益法人改革の背景○井手行政経営課長補佐

としましては、今、委員のおっしゃった点も踏

まえながら御説明申し上げたいと思うんですけ

れども、基本的には２つの観点から言われてお

ります。

まず、１点目としまして、民間が担う公的な

部分が拡大をしていると。我が国の社会経済シ

ステムの中で、民間が担う公共の部分が拡大し

ている中で、公益法人の行う活動もその一角に

あるということで、それを明確に位置づけてさ

らに推進していこう、その活動を促進していこ

うという点が１点目です。もう一点としまして

は、今おっしゃられたように、公益法人に関し

て今までさまざまな課題があると言われてきま

した。１点としましては、営利法人と変わらな

いような活動をしながら極めて厚い優遇措置が

図られている団体であるとか、もしくは、運営

そのものが適切に行われていなくて問題となっ

たような公益法人があったという事例もござい

ます。そのような運営そのものに問題があるん

じゃないかという点も踏まえて、それに適切に

対処していかないかん。そのためには制度その

ものを抜本的に見直す必要があると、この２点

で今回の公益法人制度改革につながったという

ふうに言われております。

２ページに県許可の公益法人数と○中村委員

いうのがありますが、社団法人と財団法人が144

と108あるわけです。これを精査していくと少な

くなることが予想されますね。これはどのくら

。いをシミュレーションしていらっしゃいますか

現行の252法人が、ま○井手行政経営課長補佐

ず、法人さんの意思として、一般法人化を望む

のか公益法人化を望むのかというのもございま

す。なおかつ、今回の新たな制度への移行の申

請に当たりまして、事業そのものを見直してい

くことも可能となっております。今までやって

いる事業に新たに公益目的の事業を追加して公

益法人を目指すことも可能ですし、逆に事業を

縮小して、一般の社団、一般の財団に移すこと

も可能ということで、現時点でこのうちのどの

くらいが公益法人になるのかならないのかとい

うのは、シミュレーションのしようがないとい

う状態でございます。また公益の認定につきま

しても、細かな具体的な部分については、県の

対応の②に挙げておりますけれども、国のガイ

ドラインもまだ具体的なところまで詰め切って

いない状態ですので、県独自の判断は難しいか

なと思っております。

なぜ聞いたかというと、私が所属○中村委員

する司法書士会あるいは調査士会に公嘱協会と

いうのがあるんです。これは社団法人ですが、

公共的な県とか市の発注する工事を請けて社団

法人として仕事をしていく、この行方が非常に
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微妙であろうというふうに思っているんです。

だから、社団法人とかいろんな法人があるわけ

ですが、それが淘汰されるんじゃないかという

懸念があったものだから。わからないというこ

とであれば結構ですが、それを心配したもので

すから、お聞きをしたところでした。

それから、先ほど財政課長がおっしゃった、

水準超経費というんですか、東京とか愛知あた

りがそういったのが一般財源でオーバーするん

だという話でしたが、もうちょっと詳しく教え

てほしいんですが。

水準超経費についてでありま○和田財政課長

すけれども、地方の財政計画で歳出歳入の差し

引きの足りない部分を今、地方交付税で埋めて

いるという状況であります。ただ、この歳出歳

入をそれぞれ交付団体、不交付団体で分けて考

えますと、交付税をもらっていない不交付団体

は、地方税とかそういった歳入のほうが歳出よ

りも多いわけです。そうすると標準的な歳出よ

りも多くのサービスが提供できる状況にありま

す。東京とか愛知県はやっています。地方税が

たくさんある部分について、歳出歳入を釣り合

わせるために歳出のところに水準超経費という

項目を立てて、東京都とか愛知とか交付税をも

らっていない団体は地方税の多い分をそこで見

込んでいるという形になっています。たくさん

税があるからそういう経費が発生しているわけ

で、税源偏在を是正して東京と愛知の税収が減

れば、歳出のほうの水準を上回っている経費に

ついても圧縮しないとおかしいということで、

単に税源の偏在を是正するだけであれば歳出の

ほうの水準超経費も圧縮されると、理論的には

そういう関係になっております。非常に難しい

ところで説明が……。

東京とか愛知あたりは賄っていけ○中村委員

ると。余計ある分については地方に回すという

ことですか。それじゃないよね。

、○和田財政課長 非常に単純化して申しますと

２つの団体で世の中が構成されているとしまし

て、ある団体で税収が10億円、ある団体はゼロ

とします。いずれの団体も標準的な歳出規模は

５億円とすると、10億円あるほうは本当は５億

円で済むのに、10億円税収があると５億円余分

な歳出ができます。一方、ゼロのところは、も

ともと５億円足りないので５億円あげなきゃい

けない。歳入のほうは10億円にゼロを足して地

方税は10億円です。歳出のほうは、10億円です

けど、歳出を10億円だけにしますと交付税の余

地がなくなる。税の多い10億円の団体は５億円

たくさんサービスができるので、歳出のところ

に別途５億円立てるわけです。そうすると、歳

出が10億円になって歳入が10億円なので、足り

、ない５億円を交付税で渡しているということで

地方税をたくさんもらっている分を歳出におい

ても今の地方財政計画上は見込むというような

制度になっています。

端的に言うと、東京とか愛知県は税収が多い

ので、普通より税収が多い分、たくさんサービ

スを提供しているから、その分は歳出に見込も

うということであります。地方財政計画は標準

的な歳出を本来見込むものですけれども、税収

が多いところは標準的な歳出以上のサービスを

提供していますから、その分を見込んでいると

いう形になっております。

そのことで東京都知事が総理と話○中村委員

があったときに、ある程度出すようになったわ

けだけれども、何で出さないかんのかみたいな

ことを言っていましたね。あの経緯というのは

どういうことなんですか。

いずれにしても、東京都はど○和田財政課長
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ういう形であれ税源偏在を是正すればマイナス

。 、になります そういう団体の首長さんとしては

自分のところの団体にマイナスになることにつ

いては当然賛成しかねますので、そういうこと

で強い反対をされて、最終的には、そういう反

対がありましたので、自民党の税制調査会小委

員長であるとか、あるいは総理が会われて説得

されたというような経緯があるというふうに聞

いております。

地方再生対策費として4,000億とい○黒木委員

うのは、けさラジオでやっていましたので、私

も聞いておりましたが、東京、愛知、こういう

ところは不交付団体なのでこういうところには

ないけれども、都道府県で1,500億、宮崎県の場

合、大体100分の１ですね。そうしますと、どれ

ぐらいの割合で今来そうなんですか。

きょうあたり新聞報道等で、○和田財政課長

地方再生対策費はどれぐらい各都道府県に配分

されるかという情報が流れておりましたけれど

も、それを見ますと、本県では40億円来るとい

う形になっておりました。ただ、これはあくま

でも地方再生対策費だけの分でして、地方交付

税はそれ以外の要素もありますので、トータル

で幾らになるかというのは現在わかりません。

あくまでもこの4,000億円の配分については、現

在流れている新聞情報によればということです

けれども、40億円。ただ、それ以外の要素もあ

りますので、全体としてその40億円より多いの

か少ないのかというのはまた別になると思いま

す。

それと市町村ですね、ここにも書○黒木委員

いてありますように、合併したところ等には特

別な配慮をすると言われておりますが、そこあ

たりが気になるところですね。合併していない

ところはますます厳しくなるし、してあるとこ

ろはそういう面では手厚くするのかなと。そう

いうところはどうなんですか。

配分方法の詳細につきまして○和田財政課長

総務省から示されておりませんので、ここに書

いてあるとおりでして、第１次産業者比率、高

齢人口、それから合併市町村には、何らかの係

数を掛けて上乗せをするような扱いは恐らく検

討されていると思います。ただ、具体的にそれ

がどの程度であるかというのはまだ詳細を把握

しておりません。

まず、公益法人のことですが、い○鳥飼委員

ろいろ御説明いただいたんですけど、国許可分

というのがあるんですか。

基本的に、２つの県○井手行政経営課長補佐

にまたがって事務所を設置しているとか、公益

、目的の事業を２つ以上の都道府県で展開をする

そういうふうな公益法人は国の所管の公益法人

という形になります。

国のことですからあれですけれど○鳥飼委員

も、現行、概数どれぐらいで。今、公益と一般

と一緒くたになっているわけですね。ただ単に

公益性が前面に出ている法人と、そうでない法

人とあると思うんですけど、国が管轄している

のは大体どれぐらいあるんですか。

公益法人と言われる○井手行政経営課長補佐

ものに関しましては、全国で２万5,000あるとい

うことで、その１％ぐらいということで本県

に252あります。このうち国、県でどういう比率

になっていくかというのは、今申し上げました

ように、法人の所管そのものが今後の制度で変

わる可能性もございますので、その辺まだどう

なるのかわからないと。

いや、現行。○鳥飼委員

現行は、約２万5,000○井手行政経営課長補佐

と申し上げましたけれども、細かく申し上げま
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すと、国所管分が6,776法人、都道府県所管分が

１万8,253法人、合わせて２万4,893法人になっ

ております。

法人税を免除していますよという○鳥飼委員

ことがあって、収益事業をやっているんじゃな

いかというような目でといいますか、国税をど

れだけ上げるかということで、一般の財団とい

うか普通と思われる財団にもいろいろやってい

ますね。県の252法人の中で収益事業をやってい

る法人というのはつかんでおられますか。つか

んでおられなければ結構です。

済みません、把握し○井手行政経営課長補佐

てございません。

そうしますと、先ほど議論があり○鳥飼委員

ましたけれども、今後どうするかという議論が

それぞれの法人の中で出てくると思うんです。

税収との関係も出てきますから、公益の社団・

財団というのはかなりの厳しいものが出てくる

んじゃないかなというふうに想定しているんで

す。そこら辺の見通しというのは何か聞いてお

られますか。

対応の３に書いてい○井手行政経営課長補佐

ますが、説明会を今呼びかけております。説明

、 、会を２月に開催する予定としておりまして 今

現行252の法人さんのほうに意向調査、どちらの

方向で考えていらっしゃいますか、一般のほう

に行きますか、公益のほうに行きますか、いつ

ごろそういうことを決めますかというアンケー

ト調査を現在している状況でございまして、そ

の結果を全部いただいていませんので、動向に

ついてはまだ申し上げられない状況でございま

す。

実質、公益事業をやっているかど○鳥飼委員

うかというのは把握しておられないということ

だろうと思うんですが、先ほど申し上げたよう

に、かなり厳しい縛りが出てくるだろうと思っ

ているんです 場合によっては解散をしなくちゃ。

ならないとか、法人税をどうやって捻出するか

ということで、法人の継続そのものが困難にな

る場合も出てくるのかなと私、予想しているん

です。そこも説明会を聞いてということになる

んでしょうかね。

それぞれの所管の法○井手行政経営課長補佐

人につきまして十分な助言等を行いたいと思っ

ております。まずは、法人のほうが、公益法人

として今後も維持していくのかどうか、維持し

ていける経済的な基盤と申しますか、経営的な

基盤を持ち得るのかどうかというのが一つのハ

ードルになろうかと思います。その辺のことも

あわせて新しい制度の概要について十分説明を

して、アドバイスできるものはアドバイスをし

ていきたいと思っております。

それぞれ法人は方向性を決めるの○鳥飼委員

に、２年ぐらい前からああでもないこうでもな

いという議論といいますか、悩んでおられると

思うんです。１ページの下のほうで、税との関

、係は国において検討中ということですけれども

いわゆる国税ということになるんでしょうね、

主管課長会なりいろんなところでの方向性とい

いますか、そこ辺での議論はどんなふうに説明

を受けておられますか。

税については、政府○井手行政経営課長補佐

・与党の税制改正大綱あたりで少し触れられて

おりまして、基本的には優遇の部分が拡充され

るやに聞いております。ただし、法人税、国税

のほうでございますけれども、法人税につきま

しては、一般の営利企業等30％の法人税率です

けれども、これが今の公益法人は22％という優

遇を受けております。これについては一般と変

わりなく30％に戻されるのではないか。この部
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分が厳しくなる部分。あと優遇が拡充される部

分でございますが、これについては寄附税制と

言われる部分でございまして、公益をしている

社団・財団に対して、寄附をしたものに対して

税額の控除でありますとか、わかりやすいとこ

ろでいいますと、相続財産を公益社団法人、公

益財団法人に寄附した場合には相続税が控除さ

れる、そのような優遇措置が図られるやに聞い

ております。

かなり法人自体が……、まあ、井○鳥飼委員

手さんのところですべてするわけじゃないです

ものね、それぞれの課でやるから、説明会をさ

れるときに、各課主管のところでそのような状

況も相談にのってあげられるように、そういう

ようなことで周知をお願いしたいと思います。

これはお願いです。

ほかにありませんか。○中野委員長

地財のポイントを説明していただ○鳥飼委員

、 、いたんですけれども 事前に聞いている中では

本県の分についてはちょっと出せませんよとい

うようなことだったんですが、方向性といいま

すか、基本的な考え方というのは11月ごろに出

されていますね、予算を立てる場合の考え方と

いうのは。確かに、知事査定が終わって、代表

者会議があって、そして議運なりで説明をされ

るということになるんでしょうけれども、私の

希望としては、この時点で総務部として、大枠

はこういう方向になりますよと、こういうこと

を今後はやっていただいたほうがいいのかなと

思っているんです。そうなると財政課長に言っ

てもしようがないので、総務部長にということ

、 、になるんですけれども 予算を策定する場合に

こう決まりましたよとすべて固まった本の中で

説明を受けるということも一つの方式でありま

す。宮崎県はずっとそういう方式で来たんです

けれども、そうではなくて、大まかな概要とい

いますか、方向性といいますか、そういうもの

は示すべきではないかなと、私はそんなふうに

思うんです。ことしの場合は無理だといたしま

しても、今後そういうふうな検討をしていくべ

きではないかと。そのことで私どもも予算につ

いての関心といいますか、注文なり、また県民

もそういうものを受けてということになります

から。今はただ単に、どういう采配を振られる

だろうということでマスコミの皆さん方も、正

念場のというような書き方をしておられますけ

れども、私は示すべきではないかと思っている

んですけれども、その辺についての考えをお聞

かせいただきたいと思います。

予算については知事に予算編○渡辺総務部長

成権があるわけですけれども、全国各県でも予

算編成過程の透明化という動きが出てきており

ますので、本県としてどの程度できるかという

ことについては慎重に検討しなきゃいけないと

思いますけれども、方向的には今、委員がおっ

しゃったような方向を目指したいというふうに

考えます。

議会の運営についても、知事が新○鳥飼委員

しくかわられて大きく変わってきたというのが

あります。その提起を受けて我々も真剣に考え

。てやっていこうという議論をしているわけです

その一環として予算委員会の議論を今やっても

らっているんですけれども、全国の状況でもそ

ういうことをやっているところがありますし、

予算の概要なり決定の方法についても、大きく

はこういうふうな形でいきますよと、ただ、詳

、 、しいものについては ある期限がありますから

その時点になりますけどというような流れに

なっていると思うんです。ですから、今年度は

無理にしても、ぜひ来年度からそういうことで
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の改善をお願いしておきたいと思います。

４ページの平成20年度地方財政○中野委員長

収支見通し、本年度は去年に比べて交付税はど

のぐらい減ったんですか。19年度は18年度に対

して。

、○和田財政課長 まず普通交付税ですけれども

約20億円の増。ただ、一方で臨時財政対策債が

約20億円の減ですので、実質的な交付税という

ことで申しますと、18年度、19年度ではほぼ横

ばいという形になっています。これとは別途、

税源移譲の関係で、所得譲与税から個人住民税

に19年度振りかわっておりますけれども、これ

で見込んだよりも70億円ぐらい減っています。

本来それは交付税でカバーしなきゃいけないの

で、そういった70億円落ちている要因があるに

、もかかわらずここはプラマイゼロということで

必ずしもプラマイゼロだから横ばいとはなかな

か言いがたいですけれども、交付税だけで見ま

すと、実質的な交付税は18年度と19年度を比べ

。ますと本県では横ばいという状況でございます

平成20年度の財政見通しで見る○中野委員長

と、ことしと比べてかなりマイナスが減ってい

るかなと思うんですけど、それはどうですか。

先ほど黒木委員の御質問にお○和田財政課長

答えしました地方再生対策費の4,000億円につい

ては 今 新聞報道で見ていますと 本県では40、 、 、

億円が来るんじゃないかというふうに一般的に

言われています。ただ、それ以外の項目がござ

いますので、それ以外の項目も含めて、地方交

付税がふえるのか減るのかということについて

は、現時点では見通しがたいですけれども、と

りあえず地方再生対策費で40億円来ますので、

ほかの項目がどの程度影響があるかわかりませ

んけれども、これまでよりは若干ましかなとい

うふうな見込みはしております。ただ、一方で

地方税が余りふえていませんので、そのあたり

総合的に見ていかないと、全体としていいか悪

いかというのは今の時点では言いがたいという

ふうに考えております。

本年度の税収見込みはどうなん○中野委員長

ですか。

まだ見込みの段階でわからな○和田財政課長

い面もございますけれども、各県の状況を聞い

ておりますと大きく落ち込んでいる団体がござ

いまして、先週も新聞報道で赤字地方債と出て

いましたけれども、あれは減収補てん債を出す

団体が出ていまして、19年度予算で見込んだ税

収よりも実際が少ないものですから、それを補

、うために減収補てん債を発行するという状況で

本県はまだ発行するような状況ではないんです

けれども、全国的に見ていますと非常に落ち込

んでおりますので、最終的には決算を見ないと

わかりませんけれども、余り楽観できない状況

かなというふうに認識しております。

イメージの中で財政課長から説明○鳥飼委員

を受けたんですけど、2.6兆円、地方法人特別税

ですね、消費税１％ということで、消費税の配

分の見直し等も行われていますけれども、そう

いうものにつながっていくという見通しをして

おってもいいのかなという感じもしないでもな

いんですが、どうですか、そこ辺は。

まず、地方団体側として、地○和田財政課長

方消費税の充実ということを一番に訴えてきた

わけであります。ただ、現実の政治情勢を見ま

すと、非常に消費税に対するアレルギーがある

というか、政治情勢非常に厳しい中で、消費税

についての議論がことしの秋、残念ながらタブ

ーな状況の中で、とりあえず今回実現したこと

として、与党の税制改正大綱、それから、政府

の閣議決定において地方消費税の充実を図ると
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いう言葉が何カ所も盛り込まれているというこ

と、それから、この後法律が提案されると思い

ますけれども、その中でも地方消費税を充実す

るという方向性を打ち出して、それが実現する

までのあくまで暫定措置としてこういうことを

しますということで、閣議決定あるいは法律の

中で地方消費税の充実ということが一定程度方

向性として盛り込まれたことについては評価を

してもいいのかなと、そういうふうに認識をし

ております。

ほかにありませんか。○中野委員長

それでは、以上をもちまして総務部を終了い

たします。お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時51分休憩

午前10時56分再開

それでは委員会を再開いたしま○中野委員長

す。

。 、当委員会の報告事項の説明を求めます なお

委員の質疑は、執行部の説明がすべて終了した

後にお願いいたします。

本日は１件御説明させ○村社総合政策本部長

ていただきたいと思います。お手元にあります

「宮崎県ユニバーサルデザイン推進指針 、仮称」

でございますが、この素案について御説明をさ

せていただきたいと思います。

総務政策常任委員会資料の１ページをお開き

いただきたいと思います。

そこに策定の趣旨というふうに書いてござい

ますけれども、近年、対象者を問わず 対象―

者を問わずと書いてありますけれども、年齢で

すとか、性別、障がいの有無、国籍など、そう

いった個人の特徴にかかわらずという意味でご

ざいますが、対象者を問わず、初めからすべて

の人が利用しやすい環境づくりを目指す、いわ

ゆるユニバーサルデザインの考え方を広め、さ

、まざまな取り組みを推進していくことによって

これまでのバリアフリー化の取り組みをさらに

発展させていくことが重要になってきておりま

す。そこで県では、このユニバーサルデザイン

に関しまして、本県の目指す姿あるいは基本姿

勢、分野別の取り組み方針などを取りまとめた

指針を策定しまして、県民総力戦によるさまざ

まな取り組みを推進していくこととしておりま

す。

次に、２の指針の概要につきまして、これは

後ほど総合政策課長が説明いたしますので、割

愛させていただきますが、策定の経緯、２ペー

ジをごらんいただきたいと思います。３の指針

の策定経過と今後のスケジュールについてでご

ざいますけれども、本指針につきましては、一

昨年から、全国の自治体の取り組み状況等につ

。 、いて情報収集を行ってまいりました それから

昨年６月に策定いたしました県の新しい総合計

画の中にユニバーサルデザインの推進を盛り込

むことによりまして、本格的な作業に着手した

ところでございます。ごらんの資料にございま

すように、これまで庁内の関係課を集めた連絡

会議あるいは外部の有識者から成る策定委員会

を開催しながら指針の検討を重ねてきたところ

でございます。この間、昨年の９月には県身体

。障がい者団体連合会との意見交換を行いました

県内各地から21名の障がい者の方々にお集まり

いただきまして、フリーディスカッションをさ

せていただきました。その際には、日ごろ私ど

もが気づかない視点など、大変示唆に富んだ多

くの御意見をいただいたところでございます。

今回の指針案の中に相当程度御提言を反映させ

ていただいているところでございます。
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これからのスケジュールについてでございま

すけれども、本日より実施いたしますパブリッ

クコメントにより県民の皆様から幅広い御意見

をいただき、これらを踏まえ、２月に予定して

おります第３回の策定委員会で最終原案を固め

ることといたしております。

私からの説明は以上でございます。

ちょっといいですか。この「ユ○中野委員長

ニバーサルデザイン」というのは、日本語に直

したら何と言うんですか。

それも含めて御説明い○村社総合政策本部長

たしたいと思います。

それでは、指針の概要に○土持総合政策課長

つきまして、素案になりますが、御説明をさせ

ていただきます。

委員会資料に指針の概要ということで掲載し

ておりますけれども、説明のほうは、別途お配

りしております冊子に同じものがございますの

で、内容も含めましてこの冊子のほうで御説明

をさせていただきたいというふうに思います。

別冊の「宮崎県ユニバーサルデザイン推進指

針（仮称）素案」と書いてあるものでございま

す。これの１ページをお開きいただきたいと思

。 、 、います 指針につきましては ごらんのとおり

。５章立てで策定をしているところでございます

まず第１章でございますけれども、指針策定

の趣旨、それから、ユニバーサルデザインとは

どういうものかということにつきまして掲載を

しております。次に第２章でございますけれど

も、本県でユニバーサルデザインが必要とされ

、 、る背景として 超高齢社会に突入していること

多くの海外観光客の方々に御来県いただいてい

ることなどを記載しております。そして第３章

でございますけれども、本県が進めるユニバー

サルデザインについての目指す姿、推進してい

く上での基本姿勢、視点を盛り込んだところで

ございます。このような視点等踏まえまして、

次の第４章で、本県のユニバーサルデザインの

分野別取り組みについて記載しておりますけれ

ども、ここの概要図のとおり、最も重要な取り

組みといたしまして、ユニバーサルデザインを

進めていく上での基本、土台となりますユニバ

ーサルデザインのこころづくりに取り組むこと

としております。その上で、これらを踏まえな

がら、まちづくり、ものづくりなどを進めてい

くことにしております。そして、最後の第５章

でございますけれども、県民総力戦によるユニ

バーサルデザインの推進ということでございま

すけれども、県を初めといたしまして、県民、

市町村、民間団体、企業が一体となってこれら

の取り組みを進めていくということにしており

ます。

次に、２ページから内容に入ります 「第１章。

はじめに」についてでございますけれども、こ

れにつきましては、先ほど本部長から説明をさ

せていただきましたとおりでございます。

続きまして、３ページをお開きいただきたい

と思います。ユニバーサルデザインにつきまし

ては、1974年にアメリカの大学教授が提唱され

た概念でございまして、２の定義にありますと

おり 「年齢、性別、障がいの有無、国籍など個、

人の特徴にかかわらず、初めからすべての人に

対し可能な限り最大限に使いやすい製品や環境

のデザイン」というふうに定義をされておりま

。 。す なかなか日本語では難しいかもしれません

また、ユニバーサルデザインにつきましては、

３のところにございますとおり、だれでも公平

に利用できること、使う上で自由度が高い、使

い方が簡単ですぐにわかるといったような７つ

の原則で構成をされております。
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次に、４ページでございますけれども、バリ

アフリーとユニバーサルデザインとの共通点、

相違点を整理した表を掲載しております。どち

らも人々が暮らしやすい社会を目指そうとする

理念、方向性という観点では共通しております

けれども、その定義、対象者、整備の度合いに

若干の相違がございます。まず、定義について

でございますけれども、バリアフリーが、バリ

アとなっているものを取り除くものとされてい

る一方で、ユニバーサルデザインにつきまして

は、だれにとってもバリアのないように最初か

ら配慮するものとされております。また対象者

につきましても、バリアフリーが高齢者、障が

い者等を対象としているのに対しまして、ユニ

バーサルデザインは、先ほどから申し上げてお

りますとおり、すべての人を対象としていると

ころでございます。また整備の度合いにつきま

しても、バリアフリーは、健常者と同じように

使えるようにすることを目指しておりますが、

ユニバーサルデザインは、初めからだれもが使

いやすいようにするということを目指しており

ます。具体例といたしましてトイレの例を掲げ

ております。

その下の５でございますけれども、ユニバー

サルデザインとバリアフリーの関係を示した図

でございます。これはユニバーサルデザインが

バリアフリーを発展的に包含した概念であると

いうことを示したものでございます。

５ページをお開きいただきたいと思います。

ここからが第２章ということになります。ここ

では本県でユニバーサルデザインが必要とされ

る背景につきまして、５つの視点で記載をいた

しておりますが、幾つか抜粋して御説明をした

いというふうに思います。

まず、高齢化の観点、本県では全国平均より

５年ほど早く高齢化が進展しておりまして、こ

のままのペースでいきますと、その表にござい

ますとおり、平成32年には３人に１人が65歳以

上の高齢者となる見込みでございます。こうし

た超高齢社会の中にあっては、ユニバーサルデ

ザインを推進していくことによりまして、だれ

もが快適に生活することができる社会基盤づく

りを一層進めていく必要がございます。

次に、６ページが子育て支援の視点から、７

ページが障がい者の自立支援の視点、８ページ

が国際化の視点、９ページでございますけれど

も、５といたしまして、情報化でございますけ

れども、すなわち近年のＩＴの飛躍的な進歩を

背景にいたしまして、インターネットを快適に

利用できるブロードバンド網、携帯電話等の情

報通信環境の整備が着実に進展いたしまして、

簡単にたくさんの情報が入手できる時代が到来

をしております。このような中で、年齢や障が

いの有無等によりましてその利用に格差が生じ

ないようにすることが重要になってきておりま

す。このため、今後は、いつでも、どこでも、

だれでもＩＴの恩恵を実感できるようにする必

要があるというふうに考えております。

次に、10ページから13ページまでに、これま

での県、国、民間団体における取り組みについ

て記載しておりますけれども、説明は省略をさ

せていただきます。

14ページでございます。ここからが第３章で

ございます。ここでは、本県が進めますユニバ

ーサルデザインについて記載をしているところ

でございます。まず、本県が目指す姿を「誰も

が持てる力を発揮し、安全・安心に暮らせる思

いやりに満ちた社会」としております。

続きまして、15ページと16ページに、ユニバ

ーサルデザインの取り組みを行っていく際の４
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つの基本姿勢を記載しております。まず、参加

と協働でございますけれども、ユニバーサルデ

ザインの推進に当たっては、より多くの人のニ

ーズを把握するため、つくる側と利用する側と

が一緒になって取り組んでいく必要があるもの

というふうに考えております。また継続的な改

善についてでございますけれども、ユニバーサ

ルデザインの取り組みは、日々の変化に対応し

て見直しを繰り返すことが大切であり、決して

完結することがない取り組みであるというふう

に考えております。また、バリアフリーの施策

の継承についてでございますけれども、障がい

者や高齢者等対象として改善を行っていくバリ

アフリーの施策につきましては、人々がより暮

、らしやすい社会を目指すものでございますので

。 、継続して行っていく必要がございます さらに

ユニバーサルデザインにおいては、初めからす

べての人のためにということを意識することに

よりまして、バリアフリーの考えを一歩進めた

社会づくりを目指すこととしております。

16ページになりますけれども、地域特性への

配慮についてでございます。ユニバーサルデザ

インは、すべての人のデザインであるため、と

もすると全国一律の画一化されたものとなりが

ちでございますが、本県におきましては、おも

てなし日本一を掲げる観光地としての側面、台

風災害が多いこと、本県のそういった特性にも

十分配慮して取り組みを行っていく必要がある

というふうに考えております。

続きまして、17ページでございます。ここで

はユニバーサルデザインの推進のための４つの

視点を記載いたしております。先ほど３ページ

のところで申し上げましたユニバーサルデザイ

、 、ンの７つの原則を踏まえまして ごらんの快適

柔軟、簡単、安全・安心という４つの視点を意

識しながらユニバーサルデザインの推進に取り

。組んでまいりたいというふうに考えております

19ページをお開きいただきたいと思います。

ここからが第４章でございますけれども、ここ

では、本県のユニバーサルデザインの分野別取

り組みといたしまして、ユニバーサルデザイン

のこころづくりを初め、概要図で見ていただき

ましたように、まちづくり、ものづくり、就業

環境づくり、情報・サービスづくりという分野

ごとにそれぞれ現状、課題、取り組みの方向性

を記載いたしております。

幾つか抜粋して御説明をいたします まず 19。 、

ページ、ユニバーサルデザインのこころづくり

の分野でございますけれども、現状のところの

①にございますとおり、本県におきましては、

ユニバーサルデザインに対する理解が十分でな

いということが挙げられます。恐れ入りますけ

れども、21ページをお開きいただきたいと思い

ます。ここに県民意識調査の結果を記載してお

りますが、ユニバーサルデザインという言葉を

聞いたことがある人が県民全体の42％、意味を

完全に理解している人は約12％にとどまってお

ります。この点に関する課題といたしまして、

恐れ入りますが、再度19ページに戻っていただ

きますと、下のほうに課題という升がございま

すが、①にございますとおり、ユニバーサルデ

ザインについて学ぶ機会が必要ということを挙

げております。取り組みの具体例といたしまし

て、20ページになりますが、取り組みの方向性

の①でございますけれども、ユニバーサルデザ

インの普及啓発を挙げております。取り組みの

具体例といたしましては、県職員等へのユニバ

ーサルデザイン研修、県民の方々を対象にした

シンポジウムの開催、県のホームページへの情

報掲載、パンフレットの作成、アイデアコンク
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。ールの開催等を挙げているところでございます

次に、22ページをお開きいただきたいと思い

ます。ここから27ページまでがまちづくり分野

でございます。ここではまちづくり全体につい

て記載しております。現状といたしまして、22

ページの現状の欄の④のところでございますけ

れども、建築物、公園及び道路等を整備する場

合に、利用者の意見が反映されていないという

ことを挙げております。そして対応する課題と

いたしまして、同じく④のところに、多くの人

が利用する施設整備等に当たっては、計画段階

から利用者の意見を聴取する機会が必要という

ことを挙げております。その取り組みといたし

まして、23ページ、取り組みの方向性の同じく

④を見ていただきますと、事業者との意見交換

の実施を挙げているところでございます。

、24ページをごらんいただきたいと思いますが

ここでは、まちづくり分野のうちの建築物につ

いて記載をいたしております。現状といたしま

して、①にございますとおり、ハートビル法、

ひとにやさしい福祉のまちづくり条例等によっ

て、段差の解消等のバリアフリーの整備は随分

と進展しているけれども、まだ十分とは言えな

いということを挙げております。対応する課題

といたしましては、同じく①に、未整備の施設

等へのバリアフリー化の推進が必要ということ

を挙げております。

そして、対応する取り組みの方向性といたし

まして、25ページでございますが、①といたし

まして、ハートビル法や人にやさしい福祉のま

ちづくり条例に沿った、より一層のバリアフリ

ー化の推進を挙げているところでございます。

これは４ページのユニバーサルデザインとバリ

アフリーの関係、15ページのバリアフリー施策

の継承で御説明したとおりでございまして、ユ

ニバーサルデザインの考え方に内包されますバ

リアフリーの取り組みにつきまして、さらに推

進をしていこうとするものでございます。

以下、28ページにものづくり、29ページが就

業環境づくり、30ページに情報・サービスづく

、 、 、りということで それぞれの項目ごとに 現状

課題、取り組みの方向性を丸の番号で対応する

ように記載しております。後ほどごらんいただ

きたいと思います。

最後に33ページでございます。概要のところ

で申し上げましたけれども、ここからが第５章

でございますが、ここでは、県民総力戦による

ユニバーサルデザインの推進としております。

県 県民 市町村 民間団体 企業が一体となっ、 、 、 、

てユニバーサルデザインを推進していくことが

必要であるということを記載しているところで

ございます。

以上、駆け足で申し上げましたけれども、指

針の概要についての説明は以上でございます。

以上で執行部の説明が終了いた○中野委員長

。 。しました 委員の皆さんの質疑はありませんか

漠然としてつかみどころがないよ○中村委員

うなことでございましたが、ユニバーサルデザ

インというのは何かと思ってさっき携帯で引い

てみたら、障がいの有無にかかわらず、だれか

、 、らも無理なく利用できる商品やサービス また

家、街などの設計というのがユニバーサルデザ

インということでしたが、これは都城のウエル

ネス運動みたいなものですな。ウエルネス運動

のコピーみたいなものじゃないでしょうか。こ

れはユニバーサルデザインということより、宮

崎県ラブ運動だ、宮崎県愛の運動だ、すべてを

押しなべれば。すべてのものに愛を注がないか

んというようなことだ、聞いてみると。何もユ

ニバーサルデザインと仰々しく書かなくて、ア
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ンケートまでしなくても、宮崎県愛運動とかラ

ブ運動とかすれば非常にわかりやすいことで

あって、と私は今感じて。今お聞きして、当た

り前のことが当たり前に書いてあるというよう

な気がして仕方がないんですが、ウエルネス運

動とよく似た運動だなというふうに思ったんで

すが、課長、いかがですか。

おっしゃるとおり、理念○土持総合政策課長

的な見方といいますか、それは確かにあると思

います。14ページを見ていただきますと、今、

中村委員のほうから愛の運動というふうに言わ

れましたけれども、目指す姿のところを読んで

いただきますと、前段の部分にまさにそこらの

考えが示されていると思います。いろんな人が

いるわけですけれども 「多様性を認め合い、お、

互いを尊重しあいながら、今の持てる力を発揮

でき、安心して快適に過ごすことができるとと

もに、自らの意志で行動し、参加することがで

きる社会こそ、本県が目指す社会」というふう

に書いてあります。愛という言葉がいいのかど

うかもわかりませんが、すべての人が思いやる

といいますか、そういう社会づくりをやってい

こうというところが根底にあるというふうに思

います。

今のに関連しますけど、基本的な○外山委員

ことですけれども、民間のほうは、自動車メー

カーでも電機メーカーでも常にニーズに対応し

ているわけですね。これを読んでいると確かに

、 、いいんですけど これは推進というよりも啓発

いわゆるユニバーサルデザインの啓発のための

指針ですね。既に民間のほうが先取りして、個

別にニーズに対応しているわけですから。当た

り前のことですね、社会生活を送る上で基本的

なことですから。大事なことだけど、今言われ

たようにさらっといったほうがいいような気が

する。あくまでも意見ですけど。

確かに言われるように○村社総合政策本部長

もう民間のほうが、自動車にしてもいろんな物

づくりにしても、やはりニーズに応じた形で、

だれでも使えるような形で改良し、進歩してい

るというのも事実だと思います。ただ、一方で

は行政がやるべきこともあるわけですね。10ペ

ージに、県におけるこれまでの取り組みの状況

を書いてありますけれども、バリアフリーと言

われた要するに福祉のまちづくり条例、この辺

から始まって、外国人との関係、それから、こ

れは言い出すと男女共同参画の問題でもやはり

一つのバリアの問題ですね、心のバリアといい

ますか。ですから、県の施策の中にもいろいろ

取り入れていける考え方であると思います。先

ほど説明しましたように、国もそういった形で

進めておりますので、国、県、市町村、そして

民間、一緒になってこういった考え方を普及し

ていこうということでございます。

最終的には知事が申し上げている○黒木委員

県民総力戦という形に持っていこうとしている

感じはしますね。これで少しは何か予算化もす

るか、あるいは基本的に各事業課あたりでそう

いう方向に持っていこうとすれば、少しは割高

になっていくのかなという気もするんです。そ

こ辺はどうなんですか。

今後の取り組みの方向性○土持総合政策課長

、のところで先ほど見ていただきましたけれども

、これは策定委員会のほうの意見もございまして

行政がやるのか、民間企業がやるのか、そこま

でお示しをしておるわけです。例えば、行政が

建物をつくるときに、こういう思想に基づいて

やるときに、経費がある程度割高になるかどう

かというのはちょっと私もわかりませんが、た

とえなったとしても、それはこの考え方を進め
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ていく上で当然行政としてはやっていくんだと

いうことで各部には協力をお願いしようという

ふうに思っております。

行く行くはバリアフリーにしよう○黒木委員

とするなら、最初からするわけですから、少々

割高になっても先々するよりは効果があるとい

うふうに思うんです。そういう面では、最初の

計画の段階からきちっと入れておったほうが先

々は割安になっていくという可能性もあります

が、そこ辺は十分検討していただくといいなと

思います。

国道とか県道とかハード面で○松村副委員長

は、民間とか行政も含めて、バリアフリーなの

かユニバーサルデザインとの境目がどこにある

かわかりませんけれども、進んでいますね。こ

うやって改めて推進指針という形でされていく

わけですけれども、ソフト面では、ユニバーサ

、 、ルでいきましょうという中で もう一つ大事な

個人情報という形で縛りをかけているところの

整合性が入っていないんじゃないか。例えば、

地域でユニバーサルな考えでやさしい連携のま

ちづくりをしましょうといっても、隣の人がだ

れか知らないというような形がこれからの課題

じゃないかと思うんです。その辺の個人情報と

か、あるいはさまざまな規制というのがござい

ますね。ユニバーサルというかある程度壁を外

して、みんなにやさしくだれでも参加できるよ

うにしましょうという中で、もう一つは規制と

いうところが入ってきますので、規制とユニバ

ーサルの関係を行政としてどう今からかかわっ

ていくかというところが、ぱらぱらっと見た中

では入っていないというか、これからどうして

いくのかなというところがうかがわれないと感

じたところです。そのことに関してはどのよう

にされるのか。

おっしゃるとおり、規制○土持総合政策課長

とユニバーサルという視点での記載というもの

は確かにないと思います。今お聞きしながら、

個人情報の問題も含めて具体的にどういうケー

スが該当するのかなと私も思ったんですけど…

…。

ソフト面の考えでいくと、障○松村副委員長

がい者の皆さんがもっと参加しやすいケースを

、 、つくりましょうというと 一緒にしましょうね

同じ地域づくりをしましょうといっても、その

方がどこのだれかわからないとか、知らされて

、 、いないとか 知らされる必要はないんですけど

意外とその辺が壁があったり。小さなことでい

くと、地域の公民館活動とか小学校のＰＴＡで

も連絡先もわからないという現状の中で、どれ

だけユニバーサルに持っていけるかという細か

いところがあると思います。まあ、それはいい

です。

もう一つは、ユニバーサルというのは、ハー

ドでいきますと、まず、だれでも便利で、だれ

でも使い勝手のいいというところと、もう一つ

は、伝統的な日本の家屋というところが出てき

ますね。その中で宮崎らしいとか伝統というと

ころをどうやって……、うちはこれだけ長いこ

とこんげしてしよっとやから、この地区はいっ

ちゃとか出てきますけれども、その辺をどう取

り組みというんですか。あるいは、古い神社仏

閣とかあって、この坂を残しておくと日常生活

的には無理だから、公共的には平らにしましょ

うというときに その坂にもいろんな伝統があっ、

たりとか、そういう伝統とか日本文化との整合

性というか、その辺でしょうけど。

、 、 、それと もう一つは ハード面でいきますと

だれでも親しみやすい、どこにでも行きやすい

県庁というところでは、宮崎県庁がこれほどわ
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かりにくくて、複雑な建物だなとか、ちょっと

歩きにくいなというのは、今訪れている県外の

。方も感心されているんじゃないかと思うんです

おもてなしするにはちょっとあれかなと思いな

がら日々見ているんです。県庁として、ハード

的なユニバーサルデザインに対する取り組みに

ついてはどのような形でされていくのか。取り

組みというところがあったので、その辺は今後

記載されて……。お金かかりますけどね。

前段の先ほどお話がござ○土持総合政策課長

いました地域のいろんな伝統的な建物との整合

性とか、まちづくりなり、いろんな物をつくっ

ていく上で、この中では公園の例が出ておりま

したけれども、施設整備、それから公共的なも

のを整備していく上で、ユニバーサルの視点に

立ったときに、どう整備すべきかということに

ついて、公園の例にございましたように、いろ

んな人の意見を踏まえながら、固定的な方針と

いいますか、考え方ではなくて、その状況、状

況でいろんな人の御意見を伺いながら対応して

いくというのが一つの基本ではないかというふ

うに考えております。

、 、もう一つ 県庁の例がございましたけれども

具体的に今、県庁をどうこうするということは

まだ考えておりません。担当課のほうと確認し

たこともございませんが、そういう御意見がた

くさんあるのであれば、財政的な問題もあるか

とは思いますが、どういう整備をすれば、お金

をかけなくても来られた方にわかりやすい建物

になるのかとか、そういう検討は当然進めてい

かなければならないというふうに思っておりま

す。

予算は幾らですか。これをつく○中野委員長

るための予算。

この指針を策定するため○土持総合政策課長

の予算ということですか。これは事務費を若干

ですので、10万、20万程度だと思います。印刷

も特に県の印刷室を使ってやろうと思っており

ますので、経費的にはそうかからないのかなと

いうふうに思います。ただ、今後いろんな普及

啓発等を来年以降やっていきますけれども、そ

れに必要な予算につきましては、今、財政のほ

うで検討していただいておりますので、また御

審議をよろしくお願いしたいと思います。

私はこの指針というものほどい○中野委員長

い加減なものはないと思うんです。何にも拘束

力はなくて。行政がやるべきことと民間がやる

べきこととあるわけですね。行政については、

子育て支援とかいろんな分野は各部の担当課で

それぞれやっている話ですね。これは長期計画

なんかにも恐らく書いてある話でしょう。ただ

。それをコピーして一まとめにしたというだけで

今後この指針をどう使っていくんですか。

冒頭申し上げましたが、○土持総合政策課長

このユニバーサルデザインの考え方をどう普及

啓発していくかということが、まず第一の取り

組みとしては大きい問題でございます。県庁内

につきましては、この策定に際しまして、関係

、課集まって議論をしながらやっておりますので

この指針をバックすることによってそれぞれの

課で対応をしていただくというふうに思ってお

ります。あと、これは策定委員会でも出たんで

すけれども、民間等に対してどういうふうにこ

この理解と協力を求めていくかということにつ

いては、私どものほうでももう少しいい方策を

考えていかなければならないというふうに思っ

ております。つくって配ったというだけではな

かなかでございますので、そこの啓発等のあり

方につきましては、具体例が出ておりましたけ

れども、そういったことを踏まえながら対応し
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ていきたいというふうに考えております。

ユニバーサルデザイン、格好い○中野委員長

いようにありますけど、中身は各部各課のやっ

、 。ているもののコピーかなと 私はそう思います

今、全体的に大事なこと、10年先の宮崎県がど

。 、 、うなるか 交通網も書いてあるが バスなんか

国富なんか走っていても乗る人がおらん。極端

な言い方をすると。まあ、いいですけど。

ざっと見せてもらって意味はわ○中村委員

かったんですが、この前提に大事なことがある

と思うんです。今、副委員長がちょっと公民館

活動に触れましたけど、人が触れ合うやさしい

まちづくり等々というのは、今、公民館の加入

。 、率は60～70％ですね 皆さんが公民館に入って

人と人とが触れ合って、お互いが助け合ってい

こうとするなら まず この根底に地域のコミュ、 、

ニティーをちゃんととらなくちゃいけない。そ

のためには、自治公民館ですから、法的な拘束

はありませんね。そしてまた、今、法人に近い

人格を公民館は持っているんですね、地縁団体

といって。そういったことを考えると、その加

入率が60％そこらしかない。例えば、ごみ捨て

場を私も提供しているけど、ごみは投げ放題、

、 、モラルも何もないようなところで 公民館組織

いわゆるコミュニティーをどう構築していくか

ということで、法的に自治公民館組織に宮崎県

民が全員加入できるような改正とか条例がつく

れるのかどうかわかりませんが、その辺から始

、めてユニバーサル的な考えをやっていかないと

、一番最初の根底がしっかりしていないんだから

これを推し進めて県民が総力戦でいくというの

、はちょっと無理があるのかなと思ったんだけど

それは課長はどう思われますか。

確かに地域コミュニティ○土持総合政策課長

ー崩壊のところもあるというふうに伺っており

ますけれども、ここをしっかりと構築していく

ということは暮らし全般について重要であると

いうふうに思っております。ただ、100％加入に

向けていろんな法整備というのは、私個人的に

は難しいのかなと思いますが、このユニバーサ

ルの考え方だけではなくて、いろんな意味で、

そこにある人、現に加入している人たち、そう

いった人たちに、少なくともいろんな情報を与

え、協力をお願いして、まず、地域コミュニテ

、ィーをしっかりと守っていただくといいますか

そういうところからやっていくことが必要なの

かなというふうに思っております。ただ、確か

に、このユニバーサルの考え方にしても、未加

入の人たちにどういうふうに普及啓発していく

のかということについては、難しい部分がある

かと思いますけれども、組織から離れたところ

での個々の対応というものも考えていかなけれ

ばならないというふうに考えております。

その辺で難しいんですね。課長は○中村委員

都城の助役もされていたし、公民館の加入率と

かそういうのはよくわかっていらっしゃる。県

としてこういう施策を推し進めようとすると、

今、全員加入は難しいとおっしゃったが、何が

難しいのか、法律上どういう障害があるのか、

。そういうのをちょっと研究していただいて……

、私も自分の敷地を危険物置き場に貸しているが

山になるぐらい勝手に積み上げるんですね。こ

れを推し進めようとすれば、その原点がちゃん

とないと難しかろうと。課題としてひとつそう

いう全員巻き込むようなことが法的にできるの

、 。かできないのか その点をまた教えてください

よろしいですか。以上をもちま○中野委員長

して総合政策本部を終了いたします。御苦労さ

までした。

暫時休憩いたします。
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午前11時36分休憩

午後０時15分再開

それでは、委員会を再開いたし○中野委員長

ます。

その他ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもちまして委員会を終わ○中野委員長

ります。お疲れさまでした。

午後０時15分閉会




